
令和 7年度　夏号

≪新野婦人会総会≫

≪5/9 椿町 庄田サロン≫
　

 

はつらつ介護予防教室を開催しました

地域のサロンや百歳体操、ご近所デイサービ

スで骨密度、血管年齢測定で健康状態を「見

える化」しました。

・4/17 泊元気会(椿泊町)

・5/9　庄田サロン(椿町)

・6/5　室姫ご近所デイサービス(新野町)

阿南南部高齢者お世話センターは気軽に介護や福祉の相談ができる

阿南市の委託を受けた公的機関です
担当地区：新野町･福井町･椿町･椿泊町（地区外の方も相談できます）

阿南市新野町信里65番地

心和会　ケアハウス悠和館内

電話　０８８４-３６-３６３４

FAX　０８８４-３６-３８２３
（休日・時間外は転送電話で対応）

yuwa363820＠mist.ocn.ne.jp

　　　阿南高齢者お世話センターホームページ
　お世話センターだよりバックアップや、お世話センターの取り組み、

よくある質問のQ＆A一覧（認知症･介護保険･成年後見制度･消費者被害･

虐待）、いきいき100歳体操･いきいき健口体操の動画なども掲載しています。

　ぜひご活用ください。

認知症サポーター養成講座を開催しました　　　　　　　　　

認知症を正しく理解し、認知症に対する誤解

と偏見を解消し、認知症の人や家族を応援す

る「認知症サポーター」を増やし

安心して暮らせるまちづくりを目指している

事業です。

令和7年度 介護給付適正化に資するためのケアマネジメントに係る諸課題

４/２８、日本介護支援専門員協会 副会長 七種秀樹 講師によるケアマネー

ジャーに向けての研修会がありました。

主にケアマネのシャドーワークについての話があり

ました。シャドーワークとは本来のケアマネの職務外

の業務、目に見えない業務を意味します。緊急性が

高い場合や他に出来る人がいない状況などはケアマネ

が対応せざるを得ません。国としてもこの問題に取り

組む方向性がようやく見えてきましたが、様々な団体

機関との連携や適切な地域資源が整えられるよう理解

を求めていくことが必要です。

令和7年度 第１回  ケアマネカフェ 開催
6/17、地域のケアマネ同士のつながりを深め、日頃

の疑問や悩みを話し合うことを目的にケアマネカフェ

を開催しました。阿南市介護保険課、地域共生推進課

在宅医療・介護連携支援センター、権利擁護センター

の多機関も参加し、情報提供と情報交換を行ないまし

た。ミニ講義では、認知症の周辺症状の妄想について

の対応方法を学びました。

『説得するのではなく、本人が納得する事が大事』

令和７年度から新野町においてご近所ドライブパートナー事業が

始まりました。

一人暮らしの高齢者に買い物等の移動支援サービスが始まります。

利用対象者は要支援１・要支援２及び事業対象者が利用できます。

南部高齢者

お世話センターに

ご相談下さい。

 

　　4/22

岡花仲良しサロン

≪防災のお話し≫ 


